
 京都議定書では、2012年までに日

本の二酸化炭素の排出量を1990年の

水準より6％削減することを約束して

います。そのうち3.9％を日本国内の森

林による二酸化炭素の吸収量で達成し

ようとしていますが、日本では手入れ

が行き届かない森林の荒廃が進んでい

るため、今のままでは、京都議定書の

二酸化炭素削減目標達成が危ぶまれて

います。そこで、2005年度から、林

野庁が中心となって、国産材の積極的

な利用を通じて山村を活性化し、二酸

化炭素をたっぷり吸収する元気な森林

づくりを目指した「木づかい運動」を

展開しています。（すまい造りメール第

10号、第48号をご参照ください。） 

木づかい イベントだより 

問呟只和
ク イ ズ

 
まっすぐに上に伸びる常緑

針葉高木で、高さは約40

メートル、幹の直径が約1

メートルにも成長し、耐水

性が優れているため、風呂

桶や船材、生垣などに使わ

れる日本固有の樹木は、次

のうちどれでしょうか。 

①白樺 ②梓 ③栂 ④高野槇 

 「かながわリフォームコッ

クさん」の「住まいとくらし

の 文 化 祭」で は、防 犯 や IH

クッキングヒーターの講座のほか、包

丁研ぎ、カンナ引きなどの「自分で

やってみるコーナー」が好評でした。 

（9/9開催・ご参加70組157名様） 

 第8回「すまい造り工房」では、エ

コキュートなどを設置した「オール電

化」についての説明

のあと、IHクッキン

グヒーターを使って

調理をしました。 

  （9/30開催・ご参加10名様） 

 「かながわリフォームコックさん」

の「介護住宅教室」では、自分の体に

あわせる住宅の工夫がテーマでした。 

（10/14開催・ご参加18組23名様） 

 ご参加いただき、ありがとうござい

ました。次回も是非ご参加ください。 

クイズ (第55号) の答え 
東北地方から九州地方まで

分布し、樹皮から染み出る

樹液が、質の高い塗料とな

る樹木は②漆です。この塗

料によって、日

本独特の様々な

工芸品が生まれ

ました。まさに

JAPANです。 

 

スピード感のある世知辛い

世の中だから、せめて秋だ

けでも、ゆったりと落ち着

いて、読書に芸術にグルメ

にと接したいところです。 
 

「♪大きな栗の木の下で 

なかよく遊びましょう」 

見かけ倒しじゃなくて強化万全 

   悠悠閑閑 

雑句芭欄
ざ っ く ば ら ん

 ゆ 

地元情報
ローカル・ニュース

 
 

 

 
 

11月15日（水）エルシャ

ンテ追浜において「おっぱ

ま寄席」が開催されます。 

（開演15:00/出演･柳家喬

太郎･柳家喬之助）お問い合

わせ＝追浜こみゅに亭。 

次号予告 
今年を振り返る「まみむめ

も」などについて取り上げ

る予定です。 

 「エルシャンテ追浜」の２階に「杏の花」がリニューアルオープンしました。

「美かげ」の高級感のある和食料理と、「杏花飯店」の四川料理を中心とした中

華料理がコラボレイトして、隠れ家風な居酒屋と、清潔感のあるレストランに生

まれ変わりました。 

すまい造りメール 

 

皆様の「快適な暮らし」のヒントに 
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エルシャンテ追浜２階 

横須賀市追浜町3－1 

フリーダイヤル 0120-171722 

代表      046(865)1051 

営業時間 11:30 ～15:00 

     17:00 ～23:30 

 美味しい空間、安心できる雰囲気の中で、日本文化と中国の大陸文化が奏でる

卓越した味を堪能することができます。 
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「3.9GREENSTYLE」とは… 

二酸化炭素を吸収してくれる日

本の森林に感謝しながら、目標

の3.9％の達成に向かって、国

産材を日々の暮らしに積極的に

取り入れていくライフスタイル 



すまい造りメール 第56号  http://www.sano-k.net/ 

「前略 おせわ様。その後いかがお過ごしですか。」 

 昭和59年に増改築工事を計画段階から施工まで担当させていただいたお住まいを、リフォームさせていただ

くことになりました。ご紹介させていただきます。 

 今回のリフォームの内容は、鉄製の雨戸シャッターとサッシがサビと調整不良から、重たくなり開閉時に労

力を要するようになったので、

アルミ製の雨戸シャッター・

サッシ一体型に交換するという

工事です。「劇的な」リフォー

ムではないかも知れませんが、

ビフォアー、アフター、さらに

そのアフターまでお手伝いさせ

ていただきます。 

お問い合わせ 

 住まいに関する皆様の疑問や質問、お知らせしたいことや情報などがございましたら、ご連絡ください。また、クイズのご

回答もこちらにお寄せください。ハガキや封書、ＦＡＸ、メールでもお受けします。お名前とご連絡先を忘れずにご記入くだ

さい。正解された方の中から抽選で毎月１名の方に、その号に関連したプレゼントをお送りしています。尚、郵送の停止を希

望される場合や、バックナンバーやカラー版を希望される場合など、ご遠慮なく、お申し出ください。 

 ホームページより「すまい造りメール」創刊号からのバックナンバーをダウンロードできますので、アクセスしてください。 

 皆様の「快適な暮らし」のヒントになることができましたら幸いです。 

〒237-0068  横須賀市追浜本町1-25  有限会社佐野工務店   TEL 046(865)4010  FAX 046(865)6139 

「Trick or Treat ?」 

 クーリングオフとは、冷静な判断が阻害された状況の中で、契約内容の全てを確認せずに、勢いやその場の

雰囲気で一旦は結んでしまった割賦販売・訪問販売などの契約を、一定期間内ならば契約解除ができるという

制度です。ただし、すべての取引に適用されるのではなく、下記に示したような取引に限ります。また、自分

から相手方の会社などに出向いて契約をした場合や、自分で業者を自宅に呼び寄せた場合のほか、商品価値の

原状回復が困難になるほど商品を消費してしまった場合などは適用されないため、注意が必要です。基本的に

「おかしいな？」と思った取引はすぐには契約をしないこと。そして、万が一契約をしてしまった場合でも、

泣き寝入りをしないで、なるべく早く、公的な機関などに相談することをオススメします。 

雨戸シャッターがサ

ビついて重くなり開

閉が困難になった。 

雨 戸 シ ャ ッ ターと

サッシを取り外し、

シャッター部分の下

地を一部補強した。 

雨 戸 シ ャ ッ ターと

サッシが一体化した

ものを取り付け、枠

を補修した。 

開閉がスムーズにな

り、片手で上げ下げ

ができるようになっ

た。 

おしまい。 

 

「閉 店 ガ ラ ガ ラ。

ぱぁ。出たっ！」 

参考資料 日本経済新聞「安心生活」/指導･協力 行政書士マンション管理士倉口事務所 http://office-kuraguchi.gyosei.or.jp/ 

▼相談窓口▼  

国民生活センター    03(3446)0999  

       http://www.kokusen.go.jp/ 

消費生活センター 

      （横浜市）       045(845)6666 

      （横須賀市）    046(821)1314 

お化けの正体を隠し普通の格好で、近所の

家々を歩いてまわり、ドアをたたき、「買わ

ないと居座るゾ」とか、突然電話をかけて

きて、「いい話があるよ」などと言われて

も、決してお菓子を与えてはいけません。 

▼クーリングオフ制度の適用がある主な取引▼ 

 期間 

8日 

8日 

20日 

8日 

20日 

8日        

8日 

14日 

14日 

10日 

10日 

 8日 

8日 

8日 

取引内容        

店舗外での指定商品、サービスの契約 

電話での指定商品、サービスなどの契約  

「マルチ商法」による取引         

エステ、外国語会話教室などの契約  

「内職商法」や仕事のあっせん契約   

店舗外でのクレジット契約             

店舗外での宅地建物の取引       

海外の指定市場での指定商品の先物取引 

権利を預かり利益提供を約束する取引  

店舗契約も含む投資顧問の契約  

店舗契約も含む商品投資の契約  

店舗契約も含む50万円以上の販売契約  

店舗外での契約期間1年を越える契約 

店舗契約を含む互助会の入会契約 

取引業態         

訪問販売     

電話勧誘販売    

連鎖販売取引   

特定継続的役務提供 

業務提携通院販売取引 

クレジット契約       

宅地建物取引    

海外商品先物取引 

預託等取引契約  

投資顧問契約  

商品ファンド契約  

ゴルフ会員券契約 

生命・損害保険契約 

冠婚葬祭互助会契約 


